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坂戸、鶴ヶ島水道企業団告示第２号 

 

 

企業団所有地売却の一般競争入札を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき告示する。 

 

令和７年１月１５日 

 

              坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 齊 藤 芳 久 

 

 

記 

１ 件名  

企業団所有地売却 

 

２ 入札対象物件 

⑴ 物件番号１ 

⑵ 物件番号２ 

 ※入札対象物件の詳細は、「物件調書」をご覧ください。 

 

３ 入札の方法 

  郵便入札の形態で執行するものとする。 

 

４ 入札参加資格要件 

  個人又は法人を問わず参加できるが、次の要件を全て満たさなければならない。 

⑴ 告示日から入札日までの期間に、施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

⑵ 告示日から入札日までの期間に、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生

手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、これらの手続開始の決定を受

けている者を除く。 

 

区分 所   在 地   番 地 目 地 積（㎡） 

土地 坂戸市鶴舞三丁目 ２１１番５ 

宅 地 １５７．１０ 

最低売却価格  ７，６９７，０００円 

入札保証金     ３８５，０００円 

区分 所   在 地   番 地 目 地 積（㎡） 

土地 坂戸市鶴舞三丁目 ２１１番６ 

宅 地 １５４．４３ 

最低売却価格  ７，３５０，０００円 

入札保証金     ３６８，０００円 
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⑶ 告示日から入札日までの期間に、坂戸、鶴ヶ島水道企業団の締結する契約に係る指名停止

措置要綱（令和２年坂戸、鶴ヶ島水道企業団告示第１０号）に基づく指名停止措置又は坂戸、

鶴ヶ島水道企業団の締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成２８年坂戸、鶴ヶ島水道

企業団告示第１１号）に基づく指名除外措置を受けていない者であること。 

⑷ 地方自治法（昭和２２年法第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する

事務に従事する坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員以外の者であること。 

 

５ 契約条項、物件調書、入札参加申請書等の配布 

  契約条項、物件調書、入札参加申請書等の詳細は、次のとおり配布を行うものとする。 

⑴ 配布の方法 

   坂戸、鶴ヶ島水道企業団ホームページ（http://www.sakatsuru-suido.or.jp/）に掲載す

る。 

⑵ 配布の期間 

   令和７年１月１５日（水）から令和７年３月４日（火）まで 

⑶ その他 

   ホームページを閲覧することができない等の理由により、書面での配布を希望する場合に

は、事前に財務課経営企画担当に連絡し、指示を受けること。 

 

６ 現地説明会 

  現地説明会は実施しないこととする。 

 

７ 入札参加申請 

  企業団所有地売却入札の手引き（以下「入札の手引き」という。）、物件調書及び現地を確認

した後、入札参加を希望する者は必要書類を郵送にて提出しなければならない。 

⑴ 提出書類 

ア 企業団所有地売却一般競争入札参加申請書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書

（指定様式） 

イ 入札代表者届出書（指定様式）【共有で申請する場合のみ】 

ウ 誓約書（指定様式） 

エ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し【法人のみ】 

オ 身分証明書の写し ※発行日から３か月以内のもの【個人のみ】 

カ 住民票の写し ※発行日から３か月以内のもの【個人のみ】 

キ 印鑑登録証明書 ※発行日から３か月以内のもの 

⑵ 提出方法 

   一般書留郵便又は簡易書留郵便 

   持参、普通郵便、レターパック、宅急便、ファックス等上記以外の手段で提出された申請

書類は、受理しないものとする。 
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⑶ 提出期間  

   令和７年２月２６日（水）から令和７年３月４日（火）午後５時１５分まで（必着） 

   期限を過ぎて到着した申請書類は、受理しないものとする。 

⑷ 提出先 

   〒３５０－０２１４ 埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１６号 

   坂戸、鶴ヶ島水道企業団 財務課経営企画担当 

 

８ 各物件に対する質疑及び回答 

⑴ 各物件に関して質疑がある場合には、質問書を郵送するものとする。ただし、入札参加申

請書（「７ 入札参加申請」参照）と同封も可とする。なお、質問書は指定様式を使用する

こと。 

ア 提出方法 

  一般書留郵便又は簡易書留郵便 

  持参、普通郵便、レターパック、宅急便、ファックス等上記以外の手段で提出された質

問書は、受理しないものとする。 

イ 質問書提出期間 

    令和７年２月２６日（水）午前８時３０分から 

令和７年３月４日（火）午後５時１５分まで（必着） 

    期限を過ぎて到着した質問書は、受理しないものとする。 

 

⑵ 質疑に対する回答は、次のとおり行います。 

  ア 回答方法 

坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎１階掲示板に掲示及び坂戸、鶴ヶ島水道企業団ホームペ

ージ（http://www.sakatsuru-suido.or.jp/）に掲載する。 

イ 回答掲示期間 

令和７年３月１２日（水）から令和７年３月１９日（水）まで 

 

９ 入札参加申請確認結果 

入札参加申請確認結果は、令和７年３月７日（金）に電話又は電子メールにて通知する。 

    

10 入札保証金 

  入札参加者は、次のとおり入札保証金を納付すること。 

⑴ 入札保証金は、「１ 入札対象物件」に記載の金額とする。 

⑵ ⑴の入札保証金は、入札日から４週間以内に返還する。ただし、落札者の入札保証金は、

契約締結後に返還する。 

⑶ ⑵のただし書の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 

⑷ 入札保証期間は、入札日より予定される契約締結日（令和７年３月２５日（火））までの

期間とする。 
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⑸ 入札保証金には、利息を付さない。 

⑹ 落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、入札保証金は返還しない。 

⑺ 入札保証金納付期間 

令和７年３月１２日（水）から令和７年３月１８日（火）まで 

⑻ 入札保証金納付方法 

当企業団指定銀行口座への振込みにより納付すること（企業団窓口での納付は不可）。 

なお、振込手数料は入札参加者の負担とする。 

 

11 入札書の提出 

  入札参加者は、次のとおり入札書等を提出すること。 

⑴ 提出書類 

  入札書（指定様式） 

⑵ 提出方法 

   一般書留郵便、簡易書留郵便又は持参 

   普通郵便、レターパック、宅急便、ファックス等上記以外の方法で提出された入札書は、

受理しないものとする。 

⑶ 提出期間 

   令和７年３月１２日（水）午前８時３０分から 

令和７年３月１８日（火）午後５時１５分まで（必着） 

   期限を過ぎて到着した入札書は、受理しないものとする。 

⑷ 提出先 

   〒３５０－０２１４ 埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１６号 

   坂戸、鶴ヶ島水道企業団 財務課経営企画担当 

 

12 入札及び開札 

⑴ 入札日 

   令和７年３月１９日（水） 

⑵ 入札時刻 

  ア 物件番号１ 

午後１時３０分 

  イ 物件番号２ 

午後２時００分 

⑶ 入札会場 

坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 ＡＢ会議室 

   （埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１６号） 
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13 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

⑴ 入札に参加する資格のない者がした入札 

⑵ 入札書の金額が訂正された入札 

⑶ 入札書の金額以外の記載事項を訂正した場合にその訂正印のない入札 

⑷ 記名押印を欠く入札 

⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

⑹ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率に 

よる額に達しない者がした入札 

⑺ 記載すべき事項がない入札又は記入した事項が明らかでない入札 

⑻ 同一事項の入札に対して２通以上の入札書を提出した者がした入札 

⑼ 押印された印影が明らかでない入札 

⑽ 虚偽の書類を提出した者がした入札 

⑾ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

14 落札者の決定 

⑴ 開札の結果、最低売却価格以上の入札をした者のうち、最高の価格をもって入札した者を

落札者とする。 

⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、別途定める方法により落札者

を決定する。 

⑶ 入札結果は、電話又は電子メールで連絡する。 

 

15 契約の締結 

⑴ 落札者は、令和７年３月２５日（火）までに契約を締結すること。 

⑵ 土地売買契約は、買受人名義で締結すること。共有での申請の場合は、共有者全員の名義

及び持ち分を表記のうえ締結すること。 

⑶ 買受人が、正当な理由なくして上記⑴の期日までに契約を結ばない場合は、落札者として

の資格を取り消す。 

   この場合、入札保証金は、当企業団に帰属する。 

   なお、落札者が資格を取り消された場合、最低売却価格以上で入札した者の中で資格を取

り消された者の次に高い金額で入札した者が、次の落札者として資格を得ることとする。 

 

16 契約保証金  

⑴ 買受人は、契約締結日に、契約保証金として契約金額の１０％以上の額（円未満切上げ）

を納付すること。ただし、契約締結日に売買代金の全額（契約金額から入札保証金を差し引

いた残金）を支払う場合には、納付する必要はない。 

⑵ 契約保証金には、利息を付さない。 
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⑶ 契約保証金は、当企業団指定銀行口座への振込みにより納付すること。 

  なお、振込手数料は落札者の負担とする。 

 

17 売買代金の支払期限 

⑴ 売買代金（契約金額から契約保証金を差し引いた残金）は、契約を締結した日から３０日

以内に当企業団が指定する銀行口座に納付すること。 

⑵ ⑴の期限までに売買代金の納付がない場合は、契約保証金は当企業団に帰属する。 

 

18 所有権の移転等 

⑴ 売買代金（遅延違約金がある場合は違約金を含む。）の全額が支払われたとき、所有権が

移転するものとし、同時に当該物件を引き渡すものとする。 

⑵ 当該物件は、現状のまま引き渡すこととし、契約締結後、当該土地の性状に契約の内容に

適合しないものがあるときも、当企業団は一切責任を負わない。 

⑶ 所有権の移転登記は、当該物件の引渡し後、当企業団が行うものとする。 

 

19 境界の明示 

  当企業団は、買受人に対して当該物件の現地における境界の明示を省略するものとする。 

 

20 契約に必要な書類及び費用 

  本契約に必要な書類は、買受人が用意することとする。 

  また、次に掲げる費用は、すべて買受人の負担とする。 

⑴ 売買契約書に貼付する収入印紙 

⑵ 所有権の移転登記に必要な登録免許税 

⑶ 所有権移転後の公租公課 

⑷ その他契約の締結及び履行に関して必要な費用 

 

21 利用制限 

  本件入札により落札した土地を利用するに当たって、次に掲げる用に供してはならない。 

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

１項各号に掲げる風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１３項に

規定する接客業務受託営業の用 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（その団

体の構成員を含む。）の用 

⑶ その他公序良俗又は公共の福祉に反する用 
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22 その他 

  この告示に定めのない事項については、入札の手引き、坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務

規程（昭和５８年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第２号）、その他関係法令の定めるところによ

る。 

 

23 問合せ先 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 財務課経営企画担当 

電話番号０４９（２８３）２０８０ 


